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 クイズ－人権侵害 
 

○ か × で答えましょう。 

No 問 題 答え 

１ ネット掲示板での悪口は、名誉毀損罪になることがある。   

２ 人をバカにする発言で、拘留（こうりゅう）されることがある。   

３ メールでの暴言は、名誉毀損罪や侮辱罪にはならない。   

４ ネットでの暗殺予告は、冗談であっても、逮捕されることがある。   

５ 「お前の彼女をボコボコにする」のカキコは脅迫罪になることがある。   

６ メールにハートマークを使うとセクハラになることがある。   

７ 児童ポルノをネットに掲載すると、最高 500 万円の罰金となる。   

８ 17 歳の高校生のヌードは児童ポルノである。   

９ ネットで児童ポルノを購入する行為は違法である。   

10 モバゲーを利用している時、カキコは監視されている。   

11 ネットは匿名（とくめい）だから、誰がカキコしたのかはわからない。   

12 韓国ではネットに接続する度に本人確認が必要である。   

【拘留（こうりゅう）】１日以上 30 日未満の範囲で拘置所に収容すること。 

【拘置所（こうちしょ）】被疑者、刑事被告人、死刑確定者、懲役受刑者を収容する法務省の施設。主として刑事裁判

が確定していない者を収容する。  
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